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第１章 総論

１－１．目的
危機管理マニュアルでは、危機管理体制その他基本事項を定め、講師、スタッフ及び受講者等の安全確保を図るとともに、職業訓練サービスを継続的に提供できる体制の確立を目的としている。
具体的には、危機の発生を未然に防ぐために、職業訓練サービスの継続に係るリスクを把握し、リスク管理の仕組を確立してそれらを共有する。また、危機発生時の被害を最小限にするために、職業訓練サービスの提供が継続できなくなる主な原因（事故や災害、犯罪の発生、感染症等）を検討し、（１）原因の調査、（２）問題点の把握、（３）是正処置及び予防処置の方法からなる、事故や災害等の発生時の対応及び再発防止のための、一連の手順を明確にする。

１－２．危機管理の基本方針
様々な危機を未然に防止し、また、発生した場合に被害を最小限にするため、以下の基本方針に基づき危機管理体制を構築する。
（１）危機の未然防止に努め、危機管理体制を構築する。
（２）危機発生に対し、迅速に実効性のある対応を図り、講師、スタッフ及び受講者等の生命及び身体の安全確保を最優先とする。
（３）講師、スタッフ及び受講者等の危機意識を向上させるため、訓練・研修を実施する。
（４）危機の発生後、事態の早期収束に努めるとともに、訓練・就職支援の速やかな再開に努める。

１－３．用語の定義
本マニュアルで用いる用語の定義は、次のとおりとする。
（１）リスク
職業訓練サービスを継続的に提供できなくなる事態など、経済的損失や人々の被る苦痛をも含む損失、あるいは組織がその目標を達成することを妨げる恐れのある事象の潜在的可能性をいう。
（２）危機
事故や災害、犯罪の発生、感染症等により、講師、スタッフ及び受講者等の生命若しくは身体又は当法人の組織、財産、名誉若しくは業務の継続に重大な被害が発生し、又は発生するおそれのある緊急の事象及び状態をいう。
（３）リスク管理
想定される危機に対する体制及び対応策を検討し、危機的状況の発生を未然に防ぐとともに、日常の運営におけるリスクに対して適切な措置を講じ、当法人及び施設が危機的状況に陥らないようにマネジメントすることをいう。
（４）危機管理（クライシスマネジメント）
危機発生時において、原因及び状況の把握・分析並びにその危機によってもたされる事態を想定することにより、被害及び影響を最小限に抑制するために対応することをいう。
 
第２章　危機管理の組織体制

２－１．危機管理委員会
（１）委員会の目的
当法人におけるリスク管理としてリスクの事前評価、予防及びリスクが現実化した場合の緊急時並びにそ の後の対応をあらかじめ検討し、講師・スタッフ及び受講者等を含めた組織全体でリスクを軽減化する取り組みを推進し、当法人に対する社会的信頼性を保持する。
また、危機が発生した場合には危機対策本部を組織し、被害及び影響を最小限に抑制するために対応する。
（２）委員会の業務
委員会は、各部署の協力の下に危機管理マニュアル及びリスク管理表を策定し、定期的に見直しを行うものとし、各部署はこれに協力するものとする。
（３）委員会の構成員
委員会の構成員は、次のとおりとする。委員長は法人代表者が指名する。
・法人代表者
・危機管理委員会委員長
・法人代表者が必要と認めた役員及び職員 若干名


２－２．危機管理委員会の役割
（１）リスクの評価及びリスク管理表の見直し
（２）リスクへの対応策の検討、立案、準備、指導
（３）危機管理マニュアルの作成、見直し、組織への周知
（４）緊急時の対策本部の組織体制、活動内容、意思決定方針づくり
（５）講師、スタッフ等への教育・訓練の実施

第３章 リスク及び危機の範囲

３－１．リスクアセスメントの手順
目に見えないリスクを可視化することで全体のリスクを講師、スタッフ等が共有化する。リスクアセスメント（リスクの評価）は、可能な限り定量化や金額に換算して行う。定性的なリスクについては、協議して評価を決定す る。
（１）リスクの識別
リスクを洗い出す。
（２）リスクの分類
カテゴリ別にまとめる。
（３）リスクの分析
危機事象の明確化、被害・影響度と発生の可能性を想定する。
（４）リスクの評価
リスクの評価は、できる限り定量評価し、残余リスクも評価する。優先順位は、リスクマトリックスにポジショニングして決める。
（５）リスクへの対応
リスクへの対応として、回避、移転、軽減又は受容等の対策を行う。対応策を検討する際、費用対効果を検討し、実行可能なものとする。
（６）リスクのモニタリング
ＰＤＣＡサイクルで見直しを行う。

３－２．対象とするリスクと事象の範囲
危機は、様々な事象として発生するが、運営上のリスクを完全に回避することはできない。危機は日常に潜む様々な外的あるいは内的なリスクに対する対策・管理が不十分な場合に発生しやすくなるため、平常時から適切なリスクマネジメントを行うことが重要となる。
（１）自然災害に関する危機（地震、台風、豪雨、落雷等）
防災体制の不備等による地震、台風、豪雨、落雷他による人的、物的被害の拡大。
（２）事故に関する危機
ア）火災、爆発事故
火災、爆発及び設備安全管理上の重大な事故で職員及び受講者等に重大な影響を与えるもの。
イ）危険物、毒劇物の流失
危険物、毒劇物の管理体制の問題による大量流失事故
ウ）受講者の訓練受講中あるいは課外活動中の事故
不注意等による訓練受講中の実験、フィールドワーク、実習等の重大な事故や課外活動中の重大な事故。
エ）交通事故
飲酒運転による死亡等の重大事故の発生
（３）事件に関する危機
ア）不祥事、犯罪
講師、スタッフ及び学受講者の法令遵守意識の欠如による不祥事、犯罪
イ）不審者の侵入
防犯体制、不審者への対策の不備による不審者の侵入や不審物放置による事故
（４）情報に関する危機（ネットワーク障害）
重大なウイルス汚染やネットワーク障害の発生
（５）コンプライアンスに関する危機
ア）ハラスメント
各ハラスメント等の被害の発生
イ）情報漏洩
保管管理等の問題による講師、スタッフまたは受講者等の個人情報等の漏洩
ウ）不正行為・情報の改ざん
奨励金等の不正、虚偽申告等
（６）健康に関する危機
ア）重篤な感染症の発生
新型コロナウイルス、SARS、新型インフルエンザ等大規模な感染症発生による講師、スタッフ及び受講者等の死亡、長期欠席
イ）大規模な食中毒
衛生管理体制の問題等によるO-157、ノロウイルス等の大規模な食中毒の発生
（７）その他の危機（重大な問題を起こす危険性） 
運営に重大な問題を起こす危機

３－３．リスクの見直し
危機管理委員会は、１年に一度以上、３－１の手順に従い、リスクアセスメントを実施しなければならない。

第４章　事故及び災害等発生時の対応

４－１．事故及び災害等発生時の連絡体制
（１）事故及び災害等の発生時には、その発見者又は情報を入手した者（以下「発見者」という。）が所掌する事務、施設等を問わず原則として部長に報告する。
（２）報告を受けた部長は、直ちに本部事務局に報告すると共に危機管理委員長に相談し、初期対応を各部署に連絡するなど適切な措置を講じる。
（３）部長は、警察署・消防署等の関係機関に通報が必要な場合は、自らの判断で通報を行う。なお、緊急を要すると判断される場合は、発見者の判断で通報し、支援を要請するものとする。
（４）事故及び災害等の内容により初期対応各部署が複数にわたる場合は、第一報を受けた初期対応部署が初期対応を行う。その後、関連すると思われる対応各部署との連絡・連携を図るものとする。
（５）部等における初期対応は、事故及び災害等の危機が発生した土地、建物等を管理する部等とする。
（６）事故及び災害等の危機が業務時間外に発生した場合、発見者は緊急連絡網に従い、迅速に通報する。なお、連絡先の者が不在の場合には、下位の代理者へ直接連絡する。

４－２．危機情報連絡時の留意点
（１）知り得た状況・内容は、第一報として速やかに伝達する。
（２）危機情報は、「５Ｗ１Ｈ」を把握することとするが、一部不明な項目があっても知り得た情報の範囲内で、取り急ぎ第一報を行う。
＊５Ｗ１Ｈ：When いつ、Where どこで、Who だれが、What なにを、Why なぜ、How どのように
（３）緊急・異常事態に該当するかどうか判断に迷った場合、まず、緊急・異常事態とみなし、対応する。
（４）危機情報連絡後、「災害・事故等発生状況報告書」にまとめる。

４－３．危機対策本部の設置
危機対策本部は、法人代表者及び部長の危機対策本部設置の決定により、危機管理委員会のメンバーが、危機対策本部員に移行する。本部長は法人代表者とし、委員会メンバーから副本部長を指名する。部長は必要に応じ、法人代表者に対して危機対策本部設置の要請ができる。
なお、危機対策本部が設置された場合には、取り得る可能な手段により各部署に連絡する。
（１）緊急対応の事前準備
ア）個別マニュアルの整備
各部署・委員会等は、リスク評価を行い必要に応じて、個別マニュアルを策定する。
イ）緊急対応のための訓練・就職支援
当該危機の緊急対応のための訓練・就職支援は、全体的、個別的な内容に応じて当直講師、スタッフが実施する。
ウ）情報収集・連絡体制
緊急時に始動する情報収集、連絡体制を整備し、状況等に併せて更新を行う。
（２）危機対策本部の業務
ア）事故及び災害等、危機の情報収集及び情報分析
イ）危機において必要な対策の決定及び指示
ウ）講師、スタッフ及び学受講者等への危機に関する情報発信
エ）危機に係る関係機関との連絡調整
オ）危機に係る報道機関等への情報提供
カ）部長等の危機対策本部との連携
キ）その他危機への対応に関して必要な事項
（３）危機対策本部の設置場所
本部事務局内に設置し、場所は事務局とする。指定の場所に設置ができない場合は、状況に応じて他の場所を確保する。防災時の危機対策本部の設置場所には、通信・ITインフラが整備されていて、所要のスペースを持った場所とし、以下の備品類を備える。
ア）什器・備品類
机、椅子、ホワイトボード、懐中電灯、非常用電源
イ）通信機器類
電話機、携帯電話、パソコン
ウ）事務機器類
コピー機、パソコン
エ）情報収集機器類
テレビ、携帯電話、インターネット
（４）緊急時の関係機関連絡先一覧
危機に関し連携が必要な関係機関は、別表のとおりとする。

４－４．安否確認体制
（１）受講者の安否確認
部長（施設長）が中心となり、各訓練担任講師を班長として受講者の安否を確認するとともに、家屋等の被災状況を調査する。
調査・確認に当たっては、班長は部長と連絡を密にし、状況を正確に把握するよう努めるとともに、電話、電子メール、SNS等あらゆる手段を活用すること。
（２）講師、スタッフ等の安否確認
事務局スタッフが中心となり、各部長（施設長）を班長として講師、スタッフの安否を確認するとともに、講師、スタッフ等、その家族及び家屋等の被災状況を調査する。調査・確認に当たっては、班長は状況を正確に把握するよう努めるとともに、電話、電子メール、SNS等あらゆる手段を活用すること。

４－５．危機的状況収束時(事後)
（１）危機対策本部の解散
本部長（法人代表者）による収束宣言をもって危機対策本部は解散し、危機管理委員会に移行する。危機対策本部が解散された場合は、ホームページ又は学内の連絡手段（電子メール等）で伝達するとともに、関係する各行政機関、機構等に報告する。
（２）記録
部長は、各々が行った緊急対応を時系列で記録・整理し、法人代表者へ報告する。
（３）事故及び災害等の原因の調査
危機管理委員会は、前項の記録に基づき、緊急対応の効果について検証するとともに、事故及び災害等の発生原因について調査する。
（４）問題点の把握
危機管理委員会は、前項の調査結果に基づき、危機の発生原因を分析し、問題点を把握する。なお、ここでは自然災害等の原因を究明するのではなく、人為的な課題に関する問題点に焦点を当てることとする。
（５）是正処置及び予防処置の方法
危機管理委員会は、必要に応じて、マニュアルの見直しを含む是正処置及び予防処置の方法を検討し再発防止策を講じる。部長は、各々が指示を受けて行った是正処置及び予防処置について危機管理委員会に報告する。
（６）是正処置及び予防処置の効果の検証
是正処置及び予防処置が実施されてから３ヶ月以上経過の後、内部監査の際に、是正処置及び予防処置が適切に実施され効果が現れているかを検証する。

第５章 危機管理のための訓練・点検

５－１．危機管理のための研修
部長（施設長）は、講師及びスタッフに対して災害及び防災に関する知識を啓発し、危機対応への意識向上を図るため、次の事項について注意を促すための研修を実施する。
（１）災害及び防災に関する基礎知識
ア）大雨、台風、暴風、大雪等、悪天候時の対応
訓練を中止する場合（自宅待機する場合）は、必ず当施設から受講者に連絡する。
当施設から連絡がなければ訓練は実施されることを受講者に周知徹底する。受講者に対しては、通所に不安がある場合には当日朝８時３０分以降に当施設事務局まで連絡するようオリエンテーション時に周知する。
イ）インフルエンザ等、感染症に関する対応
インフルエンザなどの感染症に感染したことを理由とする以下の①から④の欠席について、職業訓練受講給付金の支給要件の一つである出席要件（訓練には全て出席、やむを得ない理由による欠席の場合、「出席日数／出席すべき訓練実施日数」が８割以上）の算定に当たり、インフルエンザなどの感染症に感染して欠席した日数が「出席すべき訓練実施日数」（分母）から除かれることに配慮する。
なお、受講者への個別対応の際には、支給申請などの際に必要な確認書類を確認し、不明な点があればハローワーク等に問い合わせること。








≪欠席の理由≫
①　受講者本人がインフルエンザなどの感染症に感染した場合
②　親族（民法725 条に規定する親族、すなわち６親等以内の血族、配偶者及び３親等以内の姻族をいいます。）がインフルエンザなどの感染症に感染し、医師または担当医療機関関係者（以下「医師等」といいます。）が受講者本人を含む親族の自宅待機が必要と判断した場合
③　受講者の同居人（②以外の者）がインフルエンザなどの感染症に感染し、医師等が受講者本人を含む同居人の自宅待機が必要と判断した場合
④　企業実習先において、受講者本人以外の者がインフルエンザなどの感染症に感染したことにより、受講者本人が訓練を受講できなかった場合
· ②、③について、インフルエンザなどの感染症に感染した親族または同居人の看護のための欠席については、求職者が母子家庭の母又は父子家庭の父であり、小学校就学前の子の傷病の看護のために欠席した場合を除き、対象外となりますので御注意ください。












「求職者支援訓練を実施するに当たっての留意事項」（R01.8.27）より引用


（２）災害及び防災に対する講師、スタッフの役割
訓練実施中に火災、地震、津波等の災害が発生した場合には、受講者に対して迅速かつ冷静に行動するよう指示し、避難誘導を行う。
（３）災害が発生した場合における具体的対策
避難経路については、以下の通り。
【建物内避難経路】
（図を挿入）








【指定避難場所までの経路】
（図を挿入）








（４）その他防災に関する必要な事項
（組織の状況にあわせて記載）

５－２．防災訓練・緊急連絡等
（１）防災訓練の実施
（組織の状況にあわせて記載）
（２）緊急連絡の手順
（組織の状況にあわせて記載）

５－３．点検
（１）備蓄品の点検
部長（施設長）は、災害時に使用するため備蓄している物品、食料品等を定期的に点検・補充するものとする。
（２）マニュアルの点検
部長（施設長）は、「危機管理マニュアル」を随時点検するものとする。

第６章　その他詳細資料

６－１．緊急時の初動対応の基本チェックリスト
（１）緊急連絡･情報収集伝達
□第１発見者は部長に報告したか
□１１０番、又は１１９番通報をしたか
□担当課（室）に連絡をしたか
∟担当課（室）が不明な場合 □本部事務局に連絡をしたか
□外部関係機関に連絡したか。（必要な場合）
□事態の把握･必要な情報収集をしているか
□何が
□いつ、どこであったか
□誰からの情報か
□どのような状況か（被害の現状、被害の拡大の可能性）
□どのような対処を行ったか
□第２報以降の連絡体制はとったか
□通信手段は確保したか
□危機対応の関係部署と情報を共有しているか
（２）応急対応措置
□被害者対応
□被害者の状況を把握しているか
□応急救護を行ったか
□救助活動を行っているか
□緊急の避難誘導を行っているか
□避難場所の確保
□安全な避難ルートの確保
□被害拡大を抑制する措置を行ったか
□関係機関に応援要請をする必要があるか
□立ち入り禁止区域の設定などの措置をとったか
（３）応急対応組織
□危機対策本部を設置する必要はあるか
□関係職員の動員は必要か
□当該危機に関する専門家は必要か
６－２．外部関係機関連絡先一覧
	関係事項
	機関名
	担当部署
	連絡先

	事件・事故
	
	
	

	急病・けが
	
	
	

	委託訓練
	
	
	

	求職者支援訓練
	
	
	

	ジョブカード関係
	
	
	

	奨励金関係
	
	
	

	保険関係
	
	
	



以上

※補足：当マニュアルでは、リスク管理を（広義の）危機管理の一部分として捉えており、これらリスク管理と（狭義の）危機管理についての手順を示しています。
「（広義の）危機管理 ＝ リスク管理 ＋ （狭義の）危機管理」
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